
 

 

                                                                        

（令和６年７月 24日 発表） 

令和 6年度第１回静岡市障害者自立支援協議会の開催 
 

◆ ア ピ ー ル ポ イ ン ト 

・関係機関が地域課題を共有し、連携の緊密化を図ることを目的として

います。 

●障害者総合支援法とは・・ 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律です。 

●静岡市障害者自立支援協議会とは・・ 

障害者総合支援法に基づき地方公共団体に設置されるもので、関係機関

が地域における障害者等への支援体制に関する課題の情報を共有し、関係

機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備を

協議することを目的した協議会です。 

協議会では、調査や検討のために専門部会を設置することができ、現在

課題ごとに６つの専門部会が設置されています。 

◆ 日   時 令和６年７月 26日（金）午前１０時 00分～午前１２時 00分 

◆ 場   所 保健所複合棟３階 第１・２研修室（葵区城東町２４－１） 

◆ 出 席 者 委員：15名 

◆ 内 容 な ど 

・強度行動障がい者支援のプロジェクトチームの設置について 

強度行動障害がいにかかる支援に関するプロジェクトチームの設置について、協議会とし

ての承認と助言をいただきます。 

・法改正を踏まえた自立支援協議会、下部組織である各部会、各区事務

局会議・連絡調整会議等のあり方について 

障害者総合支援法改正において、協議会の活性化の手立て等が示されました。本市の 

協議会においても、一度その在り方を見直すべく各委員の取り組みからみえる本市協 

議会の現状等ついてご意見をいただきます。 

・静岡市障害者共生のまちづくり計画について 

静岡市障がい者共生のまちづくり計画（令和３～５年度）のうち、法定サービスの進 

捗状況を報告し、ご意見を伺います。 

・相談支援事業評価について 

今年度「静岡市障害者相談支援推進センター」の評価に取り組んでいます。協議会と 

して総評するにあたり、盛り込むべき意見を伺います。 

別紙資料 有・無（委員名簿） 

ぜひ取材をお願いします 

 

報道資料 

【問合せ】障害福祉企画課 地域生活支援係 

     静岡庁舎 新館 15階 

     担当：中村・大石（正 ） 

電話 ０５４－２２１－１１９８ 



 

 

 

　                                       自：令和 ５年６月１日

　                                       至：令和 ７年５月31日

番号 分　　野 氏　　名 所　　　　　　　　　　　　　　　　　属 備考

1 佐野
さ の

　公一
こういち 社会福祉法人　小羊学園　アグネス静岡

相談支援専門員

2 杉山
すぎやま

　久
ひさ

邦
くに 公益社団法人　静岡県精神保健福祉会連合会

静岡市支援センターみらい

3 深澤　しづか
ふ か ざ わ し づ か

NPO法人清水障害者サポートセンターそら　管理者

4 小林
こばやし

　美保
み ほ 社会福祉法人　玉柏会

相談支援事業所　すずらん　相談支援専門員

5 小久江
こ く え

　寛
ひろし

特定非営利活動法人ひまわり事業団

6 田中
た な か

　幸子
さ ち こ

一般社団法人ソーシャルワーク清水

7 北村
き た む ら

　憲一
け ん い ち

静岡県立こども病院

8 中村
なかむら

　倫也
ともなり

静岡県立こころの医療センター

9 教育関係者 池谷
い け や

　佳代子
か よ こ

静岡県立中央特別支援学校　教頭

10 雇用・就労関係者 市川
いちかわ

　靖剛
やすたけ 社会福祉法人　明光会

障害者就業・生活支援センター　さつき

11 障害者関係団体の代表者 寺田
て ら だ

　卓
たか

代
よ

静岡市清水手をつなぐ育成会　会長

12 学識経験者 鈴木
す ず き

　政史
ま さ し

静岡福祉大学　社会福祉学部　准教授

13 関係行政機関 亀田　良介
かめだ りょうすけ

静岡公共職業安定所

14
その他市長が必要と認める

者（権利擁護関係） 北島
きたじま

　啓
けい

詞
し 社会福祉法人　静岡市社会福祉協議会

地域福祉推進課　課長

15
その他市長が必要と認める

者（介護福祉関係） 吉永
よしなが

　智美
と も み

大里中島地域包括支援センター　センター長

令和６年度　第１回静岡市障害者自立支援協議会委員名簿

相談支援事業者

障害福祉サービス事業
者

保健・医療関係者

 


